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主な審査内容　※Hは見かけ高さ(隣地との高低差)　←断面詳細図に記載すること□ 法面 30度(1：1.8)以下□ 【任意　H＜600】・CB積、地先境界ブロック等　※H＜600は、許可図面のとおり設置されているかは完成写真で確認するため、　　施工状況や出来形測定の写真提出は不要。　　ただし、CB４段積以上は、見かけ高さＨ確認の写真提出が必要。□ 【任意　600≦H≦1000】　←左記の区分を土地利用計画図に記載すること・自己用のCB積(t=150など基準寸法以上、控え壁間隔＠3200)・CP型枠、コンクリート擁壁等(構造は問わない)□ 【義務　1000＜H】　←左記の区分を土地利用計画図に記載すること・L型擁壁(プレキャスト製品…大臣認定品　現場打…名古屋市型　以外は構造計算)等　　（製品名・水抜穴・透水層(透水マット)・勾配・鉄筋）　※設計地耐力が確保されていることが確認できる試験（平板載荷等）の結果が必要　※土壌改良を必要とする場合、ボーリング調査結果、改良計画及び結果が必要
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技術基準(造成・区画明示・擁壁等)の概要対象：29条開発許可、43条建築許可、事前協議等
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開発許可事務の手引き(各務原市宅地開発指導要領)より抜粋　※市ＨＰ各務原市都市計画課開発指導係　058-383-7245
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留意事項　※案件により下記と異なる場合あり□境界明示ブロックをCB積等(地先境界ブロックやフェンスのみ×)に指定する場合　(最低10㎝以上の高低差がある構造物により車両の乗入を不可とする)　…一体利用のおそれがある(開発逃れや既存宅がない同一所有者の敷地境界等)□境界明示ブロックを不要とできる場合　…道路境界沿いに側溝等の構造物がある　　隣地に既設境界明示ブロックがある　　隣地が親所有地等の宅地　　宅地分譲で道路境界線から5ｍの範囲□既設の土留め等を残置できる場合　…見かけ高さH=600未満　　ただし、43条に限り、見かけ高さH=1000以下かつ建築士の責任において　　危険性がないと判断した旨を記載のうえ押印又は自署したものも可とする




